
ＤＸの取り組みについて

R4 .3 . 22

令和３年度第２回 島田市まち・ひと・しごと創生市民会議

市長戦略部 ＤＸ推進課
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１： ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは

ＤＸとは、「進化したデジタル技術を浸透させることで、
人々の生活をより良いものに変革すること」

スウェーデンのエリック･ストルターマンが提唱した概念

ＤＸとＩＣＴ化は違います。
ＩＣＴ化はアナログの業務やインフラをＩＣＴ（高度情報化）に代替えしていくことであり、主な目的は、組
織や業務を効率化すること。

ＤＸは既存のサービスや業務を根本から見直し、デジタル技術も活用してユーザーに対し、新たな
サービスや価値を提供すること。
まさに変革すること。

X（変革）が重要である。XできなければD（デジタル）は生かせない。
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２： ＤＸ推進に必要なもの

・体制整備
ＤＸを推進するためには、推進体制が重要です。
片手間では組織全体のＤＸを進めることはできません。

・方針策定
何のためにＤＸに取り組むのかという点の再確認が必要です。
特に「ありたい姿、あるべき姿から今を考える」思考が大切です。
ありたい姿、あるべき姿から目指す将来像を設定し、目的を達成
するための方向性を示す方針が必要です。

・組織全体の意識改革が必須
組織全体（職員）が共通理解のもと、事業を推進しなければ、組織としての
目標を見失ったり、士気が上がらず、やらされ仕事になってしまいます。
特に組織のトップ含め、幹部職クラスに理解されなければ、
いくら現場がやる気になっても幹部職が後ろ向きではＤＸは進みません。
あくまでもデジタルは手段、まずは組織全体（職員）の意識改革が重要になります。

ＤＸ推進課の設置

ＤＸ推進計画及び
アクションプラン策定

職員研修の実施
（集合・ｅラーニング）
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３： ＤＸ推進計画及びアクションプラン策定

(1)計画の位置付け

島田市ＤＸ推進計画は、「第２次島田市総合計画」及び「第２期島田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を推進し、
市の将来像である「笑顔あふれる 安心のまち 島田」を実現させるため、各分野における政策をデジタル、情報化の観
点から支援、推進するものとして位置づけるとともに、「第３次島田市総合計画」及び「第３期島田市まち・ひと・しご
と創生総合戦略」にも反映させるものとします。

(２)計画期間

計画期間は、2021年度から2025年度までの
５年間とします。
計画策定後においても、国の指針変更や

技術革新など社会情勢の変化を考慮し、
必要に応じて計画の見直しを行います。

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
(H30)   (H31)    (R2)      (R3)     (R4)      (R5)   (R6) (R7)

第２次島田市総合計画基本構想

前期基本計画 後期基本計画

島田市DX推進計画

アクションプラン
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３： ＤＸ推進計画及びアクションプラン策定

施策の柱

市民サービスを
便利に!

地域・産業を
元気に!

行政経営を
スマートに!

施 策

行政手続きの
オンライン化
・デジタル三原則
「デジタルファースト」
「ワンスオンリー」
「コネクティッドワン
ストップ」の推進

システムの標準化(※)

・主要な20業務のシステム
標準化
・自治体クラウド(※)の推進

官民データの活用
・オープンデータ化
の推進

・官民データの利活用

情報発信の
デジタルシフト
・LINE公式アカウン
トの活用
・ターゲットに応じ
た行政情報の伝達

行政事務等のデジタル化
・ペーパーレス化の推進
・電子決裁の導入

セキュリティ及び個人
情報保護
・セキュリティ対策強化
・個人情報の適正管理

産業ＤＸの支援
・産業支援基盤の構築
・産業構造の変化への
支援

デジタルマーケティング
の推進
・EBPMの推進
・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ的思考の展開

市民等の 行政事務
サービス向上 ＋ の業務改善

「誰もがデジタル技術を
活用し、安心して快適に

暮らせる新しい社会」の実現

デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
の
解
消

デ
ジ
タ
ル
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上

共通施策
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３： ＤＸ推進計画及びアクションプラン策定

※アクションプラン抜粋
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４： 取組事例１ デジタル活用支援員派遣事業

高齢者等がデジタル活用の恩恵を受け、いきいきと豊かな生活
を送ることができるよう、「デジタルデバイドの解消」と「デジタル
リテラシーの向上」のためのスマートフォン利活用講座を実施し
ています。

実施主体 回数 人数

令和２年度
(10月～３月)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ活用支援員 114 561

ソフトバンク 6 76

令和３年度
(４月～２月末)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ活用支援員 130 1,068

ソフトバンク 10 89

合計 260 1,794

令和２年度から開始し、これまで、延べ２６０回、１，７９４人の
方に参加していただいています。
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４： 取組事例２ 産業支援サイト構築事業

島田市産業ポータルサイトTOPページ

おびサポ的機能（Web版おびサポ）

•企業用の情報発信掲示版（オープン）

•企業用のよろず相談所（クローズド）

•市情報発信用の掲示板

•企業発信の求人掲示板（一覧）

•ハローワークの求人システムへのリンク

見せるための
施策(業務委

託)

日本一の

●●

わが社の

自慢

伝統

ものづくり

新商品

開発紹介
ICT
コンソーシアム

産業紹介(データベース)

企業B企業A 企業C 企業D 企業E 企業F 企業G

企
業
情
報
登
録

ワーカー

ワーカー

ワーカー

ワーカー

ＥＣサイト
(商品販売機能)

市公式ＨＰとの連携
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４： 取組事例３ 子育て支援等プラットフォーム構築事業

・保護者と行政との接点の部分にデジタル技術を活用し、
保護者の利便性を向上させることを目的としたオンライ
ンサービス。

・利用者はいつでもスマートフォン等からアクセスでき、
個人に対するお知らせの受取（プッシュ通知）やお子様
の年齢や状況に応じた申請手続き、相談予約などを行う
ことができます。

・令和３年度は、乳幼児健診や予防接種など母子保健事
業に関するサービスの運用を３月14日から開始。

・令和４年度には、児童手当や育児サポーターの訪問予
約など子育て支援に関するサービスを追加予定です。
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４： 取組事例３ 子育て支援等プラットフォーム構築事業
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島田市DX推進計画
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